
さいたま市公告（調達）第３１号 

さいたま市水道局公告（調達）第７号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の５第１項及び

第１６７条の１１第２項の規定に基づき、令和８年４月１日から令和９年３月３１日の間において、

さいたま市及びさいたま市水道局が発注する物品の製造の請負、買入れ、借入れ、修理及び売払い、

印刷の請負並びに電子計算に関する業務、催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他業務並びに

建築物の管理に関する業務の委託（以下「物品等」という。）の特定調達契約に係る一般競争入札及び

指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めたの

で、さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成１５年さいたま市規則第１

３２号）第３条及びさいたま市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成１５

年水道部企業管理規程第２３号）第３条の規定により、次のとおり公示する。 

令和８年２月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦   

 

１ 資格審査の申請区分 

  さいたま市の特定調達契約に係る競争入札の参加資格に関する審査（以下「資格審査」という。）

は、次表に掲げる業種に係る営業品目ごとに行う。 

物品の販売 物品の賃貸 物品の買受け 

印刷の請負 電子計算に関する業務 催物、映画及び広告の企画・製作並

びにその他業務 

建築物の管理に関する業務 

２ 競争入札に参加することができる者 

令和８年度競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、特定調達契約に係る競争入

札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載された者とする。なお、令和７・８年度さ

いたま市競争入札参加資格者名簿に登載されている者については、資格審査を受け、資格者名簿に

登載された者とみなす。 

３ 競争入札に参加することができない者 

⑴ 資格者名簿に登載された者（以下「名簿登載者」という。）が、次の各号のいずれかに該当する

ときは、競争入札に参加することができない。 

ア 施行令第１６７条の４第１項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が、その事業活動を支配している場合、その

他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、さいたま市長及びさいたま市水道事業管

理者（以下「市長等」という。）が不適格であると認める者 

⑵ 名簿登載者が、許可、認可又は登録等（以下「登録等」という。）を営業の要件とする営業品目



について登録等を受けていないときは、当該営業品目に係る競争入札に参加することができない。 

４ 資格審査を受けることができない者 

⑴ ３の競争入札に参加することができない者として定められた要件のいずれかに該当する者 

⑵ 申請日前２年間において、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止さ

れている者 

⑶ １１⑵エ又はオに該当する者として抹消され、当該抹消の日から３年を経過しない者 

⑷ 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業主にあっては申告所得税

及び復興特別所得税）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者 

⑸ 地方税（法人にあっては法人市民税、個人事業主にあっては個人市民税。ただし、さいたま市

内に営業所を有する場合等に限る。）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中であ

る者 

⑹ 令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿に登載されている営業品目について、資格

審査を受けようとする者 

５ 資格審査の申請方法等 

⑴ 申請方法 

  ア 資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として、電子情報処理組織

（市長等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して資格審査

の申請（以下「電子申請」という。）をするものとする。  

イ 申請者は、別表に掲げる書類（以下「提出書類」という。）を添えて、市長等に電子申請する

ものとする。ただし、申請者が外国で事業を営む者である場合には、提出書類のうち、提出が

著しく困難であると市長等が認めるものについて、市長等が指定する書類をもってこれに代え

ること又は提出を省略することができる。 

ウ 電子申請に使用できる漢字は、ＪＩＳ第一水準及び第二水準とする。申請内容（人名及び法

人名を含む。）においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名

に置き換えるものとする。 

⑵ 申請書類等の取得方法 

  申請者に対し、次のとおり資格審査に関する申請書類（以下「申請書類」という。）等を配布す

る。 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

⑶ 資格審査の申請受付 

ア 受付期間 

本公告日から令和９年３月３１日まで 

イ 受付方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 提出先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html


⑷ 資格審査の申請に使用する言語等 

ア 申請は、日本語で記載すること。 

イ 提出書類等のうち、外国語で記載してあるものは、日本語の訳文を付記又は添付すること。 

ウ 提出書類等のうち、外国貨幣で表示してあるものは、出納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省

令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算したものを付記又は

作成すること。 

６ 資格審査基準日 

  申請日直近の決算日（決算手続きが終了している日付のもの）を審査基準日とする。ただし、各    

提出書類について、別に定める基準日がある場合はこれに従うものとする。 

７ 代理人 

⑴ 申請者又は名簿登載者は、委任状を市長等に提出することにより、代理人を置くことができる。 

⑵ 代理人は業種ごとに置くことができる。ただし、その数は１業種につき１人とする。 

８ 競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続 

⑴ 競争入札参加資格の有効期間 

競争入札参加資格認定の日から令和９年３月３１日まで 

⑵ 有効期間の更新手続 

競争入札参加資格の更新を希望する者に係る更新手続等については、その年度ごとに公示する

ので当該公示に基づき申請すること。 

９ 競争入札参加資格審査結果の通知 

競争入札参加資格の審査結果については、さいたま市電子申請・届出サービスにより通知する。 

１０ 変更等の届出 

⑴ 名簿登載者は、申請内容について変更が生じたときは、直ちにその事実を証明する書類を添え

て市長等に届け出るものとする。 

⑵ 名簿登載者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて

市長等に届け出るものとする。 

ア ３⑴アに該当する者となったとき。 

イ 法人が解散又は個人事業主が死亡したとき。 

ウ 営業停止命令を受けたとき。 

エ 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。 

オ 金融機関に取引を停止されたとき。 

１１ 資格者名簿からの抹消 

⑴ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消

するものとする。 

ア ３⑴に該当する者となったとき。 

イ 法人の解散又は個人事業主の死亡を確認してから９０日を経過したとき。 

ウ 金融機関に取引を停止されたとき。 

⑵ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消

することができる。 

ア １０⑴又は⑵（ウ及びエに係るものに限る。）の規定による届出を怠ったとき。 



イ 資格審査の申請又は変更に関する届出等に際し、虚偽の記載等を行ったとき又は重要な事項

について記載等を行わなかったことが判明したとき。 

ウ 営業に関し必要な登録等の取消しを受けたとき。 

エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第

８条第１号の規定に違反して公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令又は告発を受

けた場合で、極めて悪質であると市長等が認めたとき。 

オ 刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６第２項に規定する罪に係る被疑者として逮捕

され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で、極めて悪質であると市長等が認めたとき。 

⑶ 市長等は、名簿登載者が次のいずれかに該当するときは、その者を当該業種、営業品目につい

て資格者名簿から抹消するものとする。 

ア 登録等を営業の要件とする物品の調達又は業務にあっては、登録等を受けていない者となっ

てから、新たに登録等を受けることなく９０日を経過したとき。 

イ 資格者名簿に登載されている業種等について、その営業を廃止したとき又は資格者名簿から

の抹消を申し出たとき。 

１２ 資料提出等の請求 

   市長等は、必要があると認めるときは、この公示に定めるもののほか、資格審査を申請した者

に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。 

１３ その他 

詳細は、令和８年度さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加資格審査申請の手引による。 



別表 

「法人税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の３）（写し可）【法人のみ対象】 

「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の２）(写し

可) 【個人事業主のみ対象】 

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（写し可）【法人のみ対象】 

申請日直前一事業年分の決算書類の写し（表紙（法人名、会計期間の記載のあるもの）、貸借対照

表、損益計算書。ただし単独決算のものに限る。）【法人のみ対象】 

身分（元）証明書（写し可）【個人事業主のみ対象】 

申請日直前一年分の所得税確定申告書の添付書類の写し（青色申告者は所得税青色申告決算書

（表紙、月別売上（収入金額）及び仕入金額、貸借対照表）、白色申告者は収支内訳書）【個人事

業主のみ対象】 

申請日現在有効な許可、認可又は登録等の証明書等の写し 

申請情報調書 

委任状【代理人を設置する場合のみ対象】 

同意書 

契約実績表 

事業所の写真・案内図【代理人を置く事業所の所在地がさいたま市内の場合のみ対象】 

行政書士委任状【行政書士による代理申請の場合のみ対象】 

組合員名簿、役員名簿【中小企業等協同組合等のみ対象】 

さいたま市の市税納税証明書（写し可）【さいたま市内に事業所等を有する場合のみ対象】 

 


